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カトリック宝塚教会ホームページ 

運用指針 

       2007. 8.15 作成 

2007.11.25 修正 

      カトリック宝塚教会広報委員会 

 

１．この指針について 

 

（ 1-1 目的 ） 

この指針は、カトリック大阪大司教区（以下、「教区」と略す）が『カトリック大阪大司教区規

則』によって定めるところの教会であるカトリック宝塚教会（以下、「小教区」と略す）によって

管理されるカトリック宝塚教会Ｗｅｂサイト（以下、「ホームページ」と称し「ＨＰ」と略す）の

運用を規定し、小教区がインターネットを利用した福音宣教を円滑に行うことをその目的とする。 

 

（ 1-2 適用 ） 

この指針は、広報委員会が起案し、小教区評議会での審議を経て、同主任司祭の同意をもって発

効する。改定の必要が発生した場合も、同様の手続きを踏む。 

 この指針が定める内容と関連する国内法令および教区の定める規定は、この指針よりも常に優先

される。 

 

２．概要 

 

（ 2-１ 基本方針 ） 

 ＨＰによる社会への情報発信は教区に責任が存することを念頭におき、世界に広がるカトリック

教会と教区の動きに反することなく、誤解を招くカトリック教理判断や偏った宗教的嗜好を避け、

小教区共同体の生き生きとした活動の果実となるように努める。 

 

（ 2-2 運営 ） 

 ＨＰ運営実務は、主任司祭の指導および小教区評議会の確認の下で、広報委員会が担う。 

小教区評議会は、ＨＰの情報発信主体として、その掲載内容にすべての責任を負う。 

そのため、広報委員会は、ＨＰで発信されているまたは発信を予定している内容について、小教区

評議会において定期的に報告し確認を得る。 

 

（ 2-3 機能 ） 

社会への宣教活動を、ＨＰの主たる使命とする。 

情報提供については 

・ 日常的に小教区へ足を運ぶ者への情報媒体 → 小教区広報誌『よろこび』 

・ そうでない者への情報媒体 → 小教区ＨＰ 

の役割分担を確認し、それに基づき、ＨＰの主たる視聴者は、小教区に属していない者または属し

ていても日常的に教会に足を運ぶことのできない者と想定する。                        
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３．詳細 

 

（ 3-1 編集 ） 

 ＨＰによって新たに公開される内容は、小教区主任司祭の事前の同意を必要とする。 

 広報委員会は、従前の反復継続または整備拡充を除く新たな記事の掲載報告や新規の企画の提案

を行う場合は、小教区評議会の承認を得る。 

 小教区評議会は、ＨＰについてあらゆることがらを評価し総括する。 

 

（ 3-2 個人情報 ） 

 ミサの司式者、黙想会の指導者、イベントの主演者、など教会催事について公人として扱われる

べき場合を除き、個人が特定されるような記事の掲載を行わない。 

具体的には下記の細則に留意して編集を行う。 

・ 受洗、婚姻、帰天、転入出、などの個人記事を扱わない。 

・ 個人表記を伴う記事については、可能な限りイニシャルによって代替する。 

・ そのほか、個人のプライバシーに配慮した掲載を行う。 

 

（ 3-3 著作物 ） 

法令に定める引用行為や個々に明示的な許諾を得て転載する場合などを除き、小教区による公衆

送信権の行使が担保された素材のみを用いて、制作を行う。 

 

（ 3-4 双方向性 ） 

 匿名投稿可能な掲示板などを設けず、小教区からの情報発信のみに利用する。 

 

（ 3-5 ＵＲＬ ） 

 ＨＰのアドレスは http://www.takarazuka.org/ 

携帯電話などモバイル機器向けの情報発信については http://takarazuka.mobi/ とする。 

 

（ 3-6 表紙 ） 

 トップページには住所や電話番号などを掲載し、小教区の公的なＨＰであることを視聴者に知ら

しめる。 

 

（ 3-7 電子メール対応 ） 

 メール・アドレス掲載などを行わず、ＨＰを小教区への連絡窓口として利用しない。 

 

（ 3-8 リンク掲載 ） 

 記事中の便宜的な参照や脚注である場合を除き、小教区と実体的な関係を持つサイトに限定する。 

 

 

以上 


